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【講師プロフィール】 
 2014年整理収納アドバイザーの取得を皮切りに、2017年よりお片づけセミナー

やお片づけレッスンなどの活動をスタート。2022年には沖縄初の『整理収納教育士 

認定講師』となる。 

 パパ・ママ・子ども対象のセミナー、公的機関や企業ともコラボし、『お片づ

け』の素晴らしさや整えたからこそ得られる自己肯定感など『ココロオドル』感動

を伝える。発達支援教育士、片づけ遊び指導士、わけるくんインストラクター 

（沖縄初）、企業内整理収納マネージャーなど多数の資格を保有。 

＊市在住･在勤･在学の方は一時保育(未就学児)・手話通訳が利用できます。 

 ４月18日(金)までにお申し込みください。 

 ４月には、新年度が始まります。進級、進学、就職、異動など生活環境の変化

を実感することが多い季節です。 

 新年度を迎えるにあたり、生活環境を整理整頓して心地よくスタートをした

いものです。特に、入園入学の子どもを育てる保護者においては、新しい環境

作りとともに、子どもの成長に合わせた自立心を育む時期として最適と考えます。 

 本講座は、多岐にわたる子育ての中から「整理整頓・お片づけ」に注目し、

誰でも簡単にできる基本的な「お片づけ」のコツと、保護者が協力して「お片

づけができる子どもを育てる」ヒントを習得します。誰かひとりに偏ること

なく、家族全員で快適な環境を作っていきましょう。 

 

 となき   かずみ 

日 時：４ 月 ２６ 日 (土) 午後 ２ 時 ～ ４ 時 

講 師：渡名喜 一珠美さん（沖縄お片付けリアン 代表） 

場 所 : なは女性センター 学習室(なは市民協働プラザ１階) 

定 員 : ３６人(事前申込先着順) 

対 象 : 保護者・関心のある方 



 

★女性問題やジェンダーに関する図書の貸し出し及び資料

の閲覧ができます。☆貸出し期間：２週間 お一人２冊まで 
今月のおすすめ本 

 

講座を
終えて  

   「デジタル性犯罪」とは、スマホ

やタブレットなどを用いて性加害行

為や被害状況を撮影して記録・保

存・送信したりする行為を指しま

す。具体的な事例としては、性的な

画像などを用いて脅迫する「セクス

トーション」や子どもに優しく接して

信頼関係を築き、心理的に支配し最終的に性的な行為

に及ぶ「グルーミング」などが挙げられるほか、リベンジ

ポルノやアダルトビデオ出演被害等にも及びます。当セン

ターではデジタル性犯罪について知る講座を２月１日

（土）に開催しました。講師には県警察少年補導員や教

育、福祉職での経験を通して問題を抱えた青少年や保

護者の支援に長年、取り組んできたOffice teru sun代

表の山田照子さんを招きました。 

 講座ではSNSでのやり取りから性被害にあった実例を

紹介。ネット上で知り合った同世代の子とやり取りを続け

ていると、相手から悩みを相談されるなどの経緯を経て、

先方から身体の一部の写真を送るように要求されるよう

になり、顔やデリケートな部分ではないから大丈夫と思い

応じてしまいます。その後、下着姿や裸の写真も送るよう

に要求がエスカレートし、拒否すると「画像を送ったことを

バラす」と脅され「会おう」と言われても拒否できず待ち

合わせ場所に向かった先に現れたのは、同世代の子で

はなく大人の男性で、そのまま性被害にあった事例など

が紹介されました。 

 山田さんは「子ども達は写真を送ってはいけないと学

校で学んでいても、相手は子どもの良心につけこんでく

ることもある。１人で解決せずに大人に相談することが

大切だ」と話しました。 

またSNSで子どもの成長記録を投稿することが、被害を

まねくこともあると忠告。 

小児性愛者と子どもの接触を誘発する危険性もあるほ

か、写真が児童買春・児童ポルノ禁止法違反になる可能

性もあることを話しました。 

 学校や職場のやり取りでもSNSを利用する機会は多く、

今や生活に欠かせないツールとなっている現代。犯罪に

巻き込まれないためにも、使う側のリテラシーや知識が

必要であることを痛感させられる講座でした。 

 

 

 

★正しい知識の伴った支援をしていきたい。大

人、職員らが意識を高くもつことで子どもの被

害を防げると学ぶことが出来ました。（20代） 

★バーチャル空間でのレイプにつ

いて初めて知ったので、娘や周囲

の保護者にも伝えます。(40代) 

★実例を聞けて良かったです。

未然防止のために合言葉を活

用させて頂きたいです(50代） 

「デジタル性犯罪」について知ろう！～被害を未然に防ぐための実例と知識～ 
開催日:2025年2月1日(土) 午後２時～４時 参加者: ２７人  

講師：山田照子さん(元県警少年補導員/Office teru sun代表 ) 

『追いつめる親「あなたのためは呪いの言葉」』 

おおたとしまさ作 毎日朝日出版/2015年7月発行  

「無意識に子どもの心を追いつめてしまう親たち」 

成績のことでつい叱りすぎてしまったり、勉強を教えてもなかなか理解できない子ど

もを叩いてしまったり、勉強を教えてもなかなか理解できない子どもをつい叩いてし

まったり・・多くの親にあると思われる経験。毎日新聞には「子どもの受任限度」を

超えて勉強させることを教育虐待であり親の所得格差が子どもの学習権に大きく影響

する状態も「教育虐待」とされています。そんな教育虐待を受けた子どもの人生にど

んな影響が出るのか？の様々なケースを本書は紹介しています。 
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▲熱心に講話を聞く受講生の皆さん 



 

 今回の法律入門講座は、2回の

テ ー マ に 分 け て 開 催 し ま し た。 

第1回目では、離婚の際の基礎的

な手続きや財産分与や慰謝料に

ついて具体的にどう進めていくの

かお話いただきました。また、子ど

もの親権について、現在の単独親

権から、令和8年から導入される

「共同親権」について、「現行法」

第八百十九条で、 「父母が協議上の離婚をするときは、

その協議で、その一方を親権者と定めなければならな

い」とされていますが、「改正法」では「父母が協議上の

離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親

権者と定める」ことになりますと詳しく説明がありました。 

 親権については裁判所の判断や考え方が伝えられ、子

の利益を害する、虐待やDVがある場合は、父母の一方を

親権者と定めなければならないことや、当事者同士で意

見が対立したときには、子どもの素の感情を大人がちゃん

と受け止め、子どもの意見を聞くことが大事で、積極的に

言えない子もいるので、裁判所の調査官はもっと子ども気

持ちを聞いてほしいとおしゃっていました。養育費について

の改正点では、債務名義（判決や公正証書）がなくても強

制執行ができる「先取特権」となること、養育費の合意が

ない場合の特例として、監護者は被監護者に対して、離婚

の日から毎月請求できることが定められました。親子交流

についても父母以外に親族との交流も実施できることな

ど、子の利益を最優先に最善と思える選択をしてください

と強く語られました。 

 第2回目の講座では中高年期の離婚をテーマに講話が

進みました。日常の積み重ねで離婚を考えるも、相手方が

拒否することも多く、離婚後の経済的な不安や、財産分与

などで折り合いがつかないこともあるそうです。離婚に際

して作成する書類や財産分与の作業について、そして年

金分割の手続き等、段階をおって詳しくお話されました。 

 また、離婚の原因に夫の介護を引き受けたくないなども

最近の傾向として増えているそうです。講座後半では受講

者からの質問票に一つひとつ丁寧にお答えいただきまし

た。 専門家や信頼できる人への相談なども利用しなが

ら、自分の中の大切なことや優先順位を考えてくださいと

野崎弁護士から、応援メッセージをいただきました。 

▲講師の野崎聖子弁護士 

★離婚を考えることが 

 時々あるが、なかなか 

 踏み出せない。(70代) 

★離婚の原因となるものについてのお話が 

 とても興味深く、いつか自分にもおこる 

 ことなのかもと思いながらきかせていた 

 だきました。(60代) 

法律入門講座 「離婚」を考えているあなたへ ～法律の基礎を学ぶ～ 
講師：野崎聖子さん(弁護士・うむやす法律会計事務所) 

開催日:第1回子育て中の方のための基礎講座  2025年１月18日(土) 午後2時～4時 
 参加者:19人（女性18人・男性1人）一時保育:3人(保育士2人) 要約筆記希望者：1人 要約筆記者2人 

開催日:第2回中高年期の方のための基礎講座  2025年２月15日(土) 午後2時～4時 
  参加者:30人（女性29人・男性1人）一時保育:1人(保育士1人) 

★とても分かりやすく理解できた。今後やはり法律 

 を含め、子どもの意見をもっと重要視できる体制 

 （社会）になればと心から痛感しました。(40代) 

講座を
終えて  

場 所：なは女性センター 学習室 ＊事前申込は必要ありません。 

 ４月23日  (水)  

午後６時30分 ～7時30分 

 なは女性センター利用者の皆様へ施設利用の適正化

と、利用団体の交流を図るために開催します。利用登

録の更新手続きや新規利用希望団体へ施設利用説明

等を行います（昼･夜２回開催）。どちらかご都合のよい

時間帯に代表者（または代理）は、必ずご参加 

ください。 

午後２時～３時 

★離婚について、調停の進め方など、とても参考 

 になりました。色んな事案を紹介しながらの 

 説明でとても分かりやすかったです。(30代) 

★これをきっかけに、こども達のため、自分自身の 

 ために頑張っていきたいと感じました。焦らずに 

 一歩一歩進んでいきたいと思います。(30代) 



｢フェイスブック｣でもお知らせしています♪ 

｢交流の場がほしい｣｢性の多様性について語りたい｣

といった声から生まれた誰でも参加できる 

交流会です。 

＊開催日時は詳細が決まりしだいお知らせします。 

主催:市民団体てぃーだあみ 

メール:tiidaami.okinawa@gmail.com 

那覇市パートナーシップ･ファミリーシップ登録 

■お問い合わせ･申請の予約 

TEL.０９８-９５１-３２０３ ◆月～金:午前9時～午後5時 

＊祝日、慰霊の日 (6/23)、年末年始 (12/29～1/3)除く 

■｢性の多様性を尊重する都市･ 

なは｣宣言(レインボーなは宣言）

の理念に基づく取り組みです。 

登録によって何らかの法律上の

効果(相続、税金の控除など)が

生じるものではありません。 
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2025年3月15日現在 
これまでに登録された方
へも「登録証明カード」の
交付ができます。 

2 

  ｢那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録｣

は、市長がパートナーシップ・ファミリーシップの 

関係にあると認めた場合、その関係について登録簿へ

登録し、｢登録証明書｣及び｢登録証明カード｣を交付 

するものです。 

那覇市銘苅2-3-1（なは市民協働プラザ1F Aコア） 

TEL．098-９５１-３２０３ FAX．098-９５１-３２０４ 
Email：s-heidan002@city.naha.lg.jp 

 なは女性センターホームページ QR⇒ 

 開館時間              休館日 

 月～金：午前９時～午後９時  年末年始 （12/29～1/3） 

 土曜日：午前９時～午後５時  日曜日･祝日･慰霊の日（6/23） 

 

 ｢なは市民協働プラザ｣の地下駐車場と消防局隣の｢ナハメカルパーキング｣をご利用ください。 

ご利用は有料です。センター利用者は、料金の一部が免除されますので｢駐車券｣を事務室にお持ちください。 

駐車場のご利用について 

☆なは女性センター利用者の駐車場利用 一部免除料金 

最初の２時間まで 100円 

最初の２時間を超え１時間ごとに 100円 

 周囲に話せる人がいない、自分の気持ちをわかっても

らえない。そんな時、｢ダイヤルうない｣を利用してみま

せんか。生きがい、家庭の問題など、女性の抱える様々

な相談に応じ、自分の意思で人生を選択するために情報

提供し、サポートします。 

性 の 多 様 性 に 関 す る 相 談 

 あなたが「自分らしい生き方」を自らの意思で選択できる

ように、一緒に考えます。どなたでもご相談ください。 

｢ ス ト ッ プ ･ D V ｣ 情 報 提 供  

相談室｢ダイヤルうない｣では、ドメスティック･バイオレン

ス(DV)で悩む方を支援するための情報提供を行っています。 

詳しくは相談室｢ダイヤルうない｣へお問い合わせください。 

相談室｢ダイヤルうない｣の 

面接相談の申込みがオンライン

でも、できます！ 

 面接相談のオンラインお申込みは、 

仮受付です。正式な面談日は相談員 

から、お電話させていただきます。 

面接相談
申込ＱＲ 

● 電話相談 ● 面接相談(女性のみ･要予約) 

● 法律相談(女性のみ･予約制) 

周辺 

拡大図 

周辺地図 

お問い合わせ 

なは女性センター  
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